
判決　平成１４年９月２０日　神戸地方裁判所　平成１２年(ワ)第１２１３号解雇
無効確認等請求事件（以下，「甲事件」という。），平成１２年(ワ)第２２０１号
損害賠償請求事件（以下，「乙事件」という。）
                    主文
        １　被告は，原告に対し，金９３万６６９６円を支払え。
        ２　原告のその余の請求を棄却する。
        ３　原告は，被告に対し，金２７２万４３２２円及びこれに対する平成１
２年８月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
        ４　被告のその余の請求を棄却する。
        ５　訴訟費用は，甲事件，乙事件を通じ，これを１０分し，その９を原告
の負担とし，その余は被告の負担とする。
        ６　この判決の第１，３項は仮に執行することができる。
                    事実及び理由
第１　請求
  １　原告の甲事件請求
    (1)　原告が被告に対し労働契約上の権利を有することを確認する。
    (2)　被告は，原告に対し，金４３万６０００円及び平成１２年６月２８日以降
本判決確定に至るまで毎月２８日限り金４３万６０００円を支払え。
  ２　被告の乙事件請求
      原告は，被告に対し，金３０８万３０３１円及びこれに対する平成１２年８
月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
      本件は，被告に勤務していた原告が，懲戒解雇されたことを争って，被告に
対し，労働契約上の権利を有することの確認と賃金の支払を求めた（甲事件請求）
のに対し，被告が，原告は被告に入金すべき金員を横領したものであり，正当な懲
戒解雇であるとして，これを争うと共に，不法行為に基づく損害賠償として，その
横領被害金の支払を求めた（乙事件請求）事案である。
  １　争いのない事実
    (1)　当事者
      ア　原告は，昭和５８年４月，被告に雇用された者であり，主として被告経
営のホテル部門で勤務し，平成８年７月には，被告経営の本件ホテルの支配人に任
命され，以後その業務に従事してきた。
      イ　被告は，不動産の管理及び売買，旅館業並びに飲食店営業等を主たる目
的とする株式会社である。
    (2)　朝市開催等の礼金と原告による保管及び使用
      ア　原告は，本件ホテルの支配人に就任してまもなくの平成８年１０月こ
ろ，①朝市業者から，本件ホテルにおいて朝市を開かせてもらえば，売り上げの３
０パーセントを謝礼として支払うとの申し入れを受けてこれを承諾した。次いで，
原告は，②タクシー業者から，観光タクシーに本件ホテルの顧客を回してもらえ
ば，タクシー代金の１０パーセントを謝礼として支払うとの申し入れを受けてこれ
を承諾し，また，③観光施設Ａから，同施設に顧客を紹介してもらえば，来所客１
人あたり１００円を謝礼として支払う旨の申し入れを受け，これについても承諾を
した。
      イ　原告は，平成８年１１月ころから平成１２年４月１２日までの間に上記
①ないし③の合意に基づき各業者から謝礼として受け取った金員を，被告に報告す
ることなく，当初は自らが保管し，原告名義の預金口座（以下，「本件原告名義口
座」という。）を平成９年８月２７日に開設した後は，同預金口座に入金してこれ
を保管したうえ，原告名義の携帯電話料金，中元歳暮費用，本件ホテルの従業員の
慰安旅行費用の援助等に使用した。
    (3)　被告の就業規則等
      ア　被告は，就業規則で，下記のとおり，その服務心得，懲戒処分としての
制裁を規定している。
          ４３条（服務心得）
            社員は常に次の事項を守り職務に精励しなければなりません。
              ①（省略）
              ②　自己の職務上の権限を越えて専断的なことを行わない事
              ③～⑪（省略）
              ⑫　職務に関し，不当な金品の借用または贈与等の利益を受けない



事
              ⑬，⑭（省略）
          ４９条（制裁）
            社員が次の各号の一に該当する場合には，制裁を行います。
              ①（省略）　
              ②　本規則ならびに法規等に違反した場合
              ③～⑪（省略）　
              ⑫　社員通達禁止事項に反した場合
              ⑬（省略）　
          ５０条（制裁の種類・程度）
            制裁は，その状況により次の各号の区分により行います。
              ①　訓　　戒：始末書をとり，将来を戒めます。
              ②　減　　給：訓戒の上，１回につき平均賃金の１日分の半額，総
額が１ヶ月の賃金総額の１０分の１の範囲で行ないます。
              ③　降　　格：訓戒の上，身分を下げます。
              ④　昇給停止：訓戒の上，一定期間の昇給，または昇格を停止しま
す。
              ⑤　出勤停止：３０日以内の出勤を停止します。またこの期間中の
賃金は支給しません。
              ⑥　懲戒解雇：予告期間を設ける事なく即時解雇します。この場合
に於いて所轄労働基準監督署長の認定を受けた時は予告手当（平均賃金の３０日
分）を支給しません。退職金及び退職年金も支給しません。
        ２　制裁は各号を２つ以上併せて行なう事があります。
      イ　被告は，就業規則４９条に基づき，毎月，下記のとおり禁止事項を通達
し，毎月１回原告を含む各従業員に署名・押印させていた。
          当社では，下記の行為を禁じており，一の項目に抵触した場合は懲戒処
分を行うので，社員各位は規律正しい行動をとること。
                                記
          ①～④（省略）
          ⑤　取引業者から職務上の地位を利用し，リベート等を受け取る行為。
          ⑥（省略）
          ⑦　売上金，銀行入金をはじめとする業務上必要事項の虚偽の報告。
          ⑧～<30>（省略）
    (4)　懲戒解雇の意思表示
        被告は，原告に対し，平成１２年６月１日到達の書面で，被告の就業規則
５０条に基づき原告を懲戒解雇する旨の意思表示をした（以下，「本件懲戒解雇」
という）。
    (5)　原告の給与
        原告は，本件懲戒解雇当時，被告から給与として月額４３万６０００円
（内訳　第一本給２５万７０００円，役付手当７万７０００円，管理職手当６万
円，特別加算給４万２０００円）を支給されていた。
        なお，被告における給与の支払は，毎月前月２６日から当月２５日までの
分が当月２８日に支払われることになっているところ，原告は，被告から平成１２
年４月２８日に支払われるべき同年４月分の給与の支払は受けたが，以後の給与の
支払を受けていない。
  ２　甲事件請求についての当事者の主張
  （被告の主張）
    (1)　原告は，平成８年１１月ころから平成１２年４月１２日までの間，前記争
いのない事実(2)イのとおり，朝市業者，タクシー業者及び観光施設Ａから謝礼とし
て受け取った金員を被告に報告，入金せず，当初は自らこれを保管し，平成９年８
月２７日以降は本件原告名義口座に入金したうえ，そのうち，少なくとも３０８万
３０３１円を，原告名義の携帯電話料金（１６万２６１６円），中元歳暮費用（１
２万０５８４円），慰安旅行費用（１４７万３６２５円），その他使途不明金（１
３２万６２０６円）として独断で使用・費消し，もって，３０８万３０３１円を横
領した。
    (2)　原告の上記行為は，被告の就業規則４３条２号（自己の職務上の権限を越
えて専断的なことを行わない事），１２号（職務に関し，不当な金品の借用または
贈与等の利益を受けない事），４９条２号（本規則ならびに法規等に違反した場



合），１２号（社員通達禁止事項に反した場合），社員通達禁止事項５号（取引業
者から職務上の地位を利用し，リベート等を受け取る行為），７号（売上金，銀行
入金をはじめとする業務上必要事項の虚偽の報告）に該当することから，被告は，
前記争いのない事実(4)に記載のとおり，平成１２年６月１日，原告に対し，懲戒解
雇する旨の意思表示（本件懲戒解雇）をした。
      なお，原告は，既に前記横領行為につき被告から訓戒処分及び出勤停止処分
を受けており，重ねて本件懲戒解雇を行うのは二重処分禁止の原則に反すると主張
するが，被告は，訓戒処分も出勤停止処分も行っていない。すなわち，始末書は原
告が任意に提出したもので，訓戒処分として始末書を取ったものではない。また，
被告は，原告に対し，謹慎・自宅待機を指示したことはあるが，これは，原告の横
領行為の全貌が明らかでなかったため，さらに調査を進めて懲戒処分の内容を決定
するために行ったものであって，懲戒としての出勤停止処分を行ったものではな
い。
    (3)　したがって，本件懲戒解雇によって被告と原告との労働契約は終了したか
ら，同契約が継続していることを前提とする原告の甲事件請求は，いずれも理由が
ない。
  （原告の主張）
    (1)　謝礼金のプールとその使途
        原告が，平成８年１１月ころから平成１２年４月１２日までの間，業者ら
から謝礼として受け取り，被告に報告せずに本件原告名義口座に入金するなどした
金員は合計３００万６０８４円である。すなわち，本件原告名義口座に入金された
金員の合計は総額３３６万５０８４円（うち７０９円は利息）であるところ，本件
原告名義口座には前記謝礼金以外に健保・労組補助費４２万９０００円，ホテル表
彰報奨金１７万円，寮水道料金差額約２６万円の合計８５万９０００円が入金され
ているので，謝礼金の入金額は，２５０万６０８４円（３３６万５０８４円－８５
万９０００円）となる。これに，本件原告名義口座設定以前に現金で管理していた
謝礼金を慰安旅行費用に使用した分が約５０万円あるので，これを加えると３００
万６０８４円となる。
        これら謝礼金等（謝礼金の合計３００万６０８４円と謝礼金以外の入金分
８５万９０００円の合計３８６万５０８４円）の使途は，以下のとおりである。
          原告名義の携帯電話料金　　　　　　１６万２６１６円
          中元歳暮費用　　　　　　　　　　　１２万０５８４円
          慰安旅行費用　　　　　　　　　　２１８万７２５０円
          子供会寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　６万円
          赤十字寄付金　　　　　　　　　　　　１万５０００円
          社会福祉寄付金　　　　　　　　　　　１万５０００円
          Ｂ地区業務連絡協議会費　　　　　　１万８０００円
          ホテルイベントゴルフ費　　　　　　　　　　　９万円
          町内会寄り合いへの飲み物寄付金　　　６万４０００円
          町内会清掃への飲み物寄付金　　　　　３万２０００円
          町内会神社修理寄付金　　　　　　　　　　　　５万円
          送迎車修理代　　　　　　　　　　　　　　　１５万円
          社員子供出産祝金　　　　　　　　　　　　　　６万円
          社員結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　　５万円
          社員餞別金　　　　　　　　　　　　　　　　１５万円
          パート社員病気見舞品　　　　　　　　　　　　１万円
          本社会議宿泊費　　　　　　　　　　　　　　１４万円
          その他お客様ズボン等のクリーニング代複数回代金等
          　　　　　　　　　　　　　　　　　２０万９５８１円
          被告への返還金　　　　　　　　　　２８万１０５３円
    (2)　懲戒解雇事由不該当
        被告は，本件懲戒解雇事由として，原告が朝市業者らからの謝礼金３０８
万３０３１円を横領した旨を主張する。しかし，原告は，上記のとおり朝市業者ら
から謝礼金を受領し，これを本件原告名義口座に入金する等したが，以下に述べる
とおり，その行為は，本件ホテルの支配人としての裁量行為として許容された正当
な行為であって，横領行為には該当しない。したがって，本件懲戒解雇は，懲戒解
雇事由がないのになされた無効な懲戒解雇にほかならない。
        被告は，本件ホテル内での朝市開催とそれに伴う謝礼金，またタクシーや



観光施設の紹介とそれに対する謝礼金についての契約を業者と結んでいたわけでは
ない。これらは，原告がその支配人としての裁量に基づき，便宜を図ったために業
者から渡された金員であり，当然に被告に帰属する性質の金員ではない。業者は，
支配人たる原告に謝礼金を渡しているのであり，同謝礼金の所有権は支配人である
原告に帰属し，原告は，その支配人としての裁量行為として，それら金員を本件ホ
テル経営のために費消することが許容されていた。本件原告名義口座の存在が，ホ
テルフロント社員全員の知るところであり，その通帳等の所在も事務所内で誰でも
見えるところにあったこと，また，本件ホテルが２４箇所ある被告のホテルの中で
の表彰で，優秀ホテル賞，最優秀ホテル賞を受賞したときの報奨金，ホテル従業員
の水道料金も本件原告名義口座に入金されていたことからも，そのことは明らかで
ある。なお，原告のように業者からの謝礼金をプールしていなかった他の被告経営
ホテルの支配人らは，例えばホテル内レストラン用に注文した飲食物等を流用して
近隣への中元歳暮等に充てるといった操作をしていたものであり，支配人によるそ
れらの操作は，被告により事実上黙認されていた。
        そして，原告は，上記のとおり，それら謝礼金を本件ホテル経営のために
使用した。すなわち，携帯電話料金については，被告の専務取締役から阪神・淡路
大震災の際，支配人，副支配人は連絡が取れるようにと携帯電話を会社支払いで持
つように言われたことがあったことから，本件原告名義口座からこれを支出したも
ので，同携帯電話は，主に本件ホテルのクレーム処理等のために使用していた。中
元歳暮費用や，町内会等への寄付等は，ホテルのような客商売であれば当然儀礼上
欠かせない費用であったし，特に，本件ホテルにおいては，ホテル建設前に近隣住
民から建設反対運動があったので，近隣対策に注意する必要があった。ところが，
被告は，それら支出を認めなかったため，原告は，業者らの謝礼金から支出したの
である。慰安旅行費用は，原告がホテル従業員の慰安旅行費用の援助として支出し
たものである。慰安旅行は，従業員の結束を固め，ホテルの運営に積極的に力を注
がせることを目的とし，原告がこれまで勤務した被告経営のどこのホテルでも行わ
れていたもので，毎回３０～４０人の従業員が参加する，いわば半強制的な公的な
行事であったし，慰安旅行により従業員の団結が強まり，優秀ホテル賞，最優秀ホ
テル賞を受賞して表彰されるなど実績が上がった。なお，原告は，業者からの謝礼
金を原告においてプールし，これを慰安旅行費用の援助に使用すること等を副支配
人Ｃに説明し，その了解を得ていたし，他のフロント社員らも，朝市等の業者から
の謝礼金をプールして従業員の慰安旅行の補助費等に使うことにつき，ホテルの利
用代金を横領することとは根本的に違うと考えており，誰も罪悪感を持っていなか
った。
        以上のとおりで，原告が，朝市業者，タクシー業者，観光施設よりもらっ
た謝礼金を自ら保管しあるいは本件原告名義口座に入金して保管し，これを本件ホ
テルのために使用することは，支配人としての裁量に属する行為であって，「他人
の物」を領得する行為ではない。また，それらは本件ホテルの経営のためになされ
たものであり，「不法領得の意思」も認められないから，原告の行為は，横領には
当たらない。
    (3)　解雇権の濫用
        仮に被告主張の懲戒解雇事由が認められるとしても，本件懲戒解雇は，以
下に記載のとおり，原告の行った行為に比して著しく過酷で均衡を欠く処分である
ばかりか，関係従業員に対する処分と比較しても著しく不平等な処分であるうえ，
二重処分禁止の原則にも反しており，かつ，極めて杜撰な調査のみに基づいてなさ
れた不当な解雇であり，解雇権を濫用した無効な解雇である。
      ア　行為と処分の不均衡
          原告による朝市業者らからの謝礼金のプールとその使用が，本件ホテル
の経営のために行われたもので，原告が私利を図って行ったものではないことは，
前記(2)に記載したとおりである。
          そうとすれば，原告の行為が懲戒事由に該当すると認められるとして
も，その制裁は，その情状を考慮し，せいぜい降格（就業規則５０条③号）ないし
昇給停止処分（就業規則５０条④号）にとどめるべきであって，労働者にとっては
死刑に等しい懲戒解雇（就業規則５０条⑥号）とするのは，行為と処分との均衡を
欠いた重きに過ぎる処分である。
      イ　処分の不平等
          被告が，Ｃ及びフロント社員に対しては，何らの懲戒処分も科さずに，
原告のみを本件懲戒解雇としたのは不平等な処分であって，是認できない。



          すなわち，Ｃは，副支配人として，前記のとおり，原告が朝市の業者ら
からの謝礼金をプールして従業員の慰安旅行の援助等に使用することについて賛成
していた。のみならず，Ｃは，慰安旅行の幹事を担当しており，プールしていた謝
礼金から個人負担分以外の差額を捻出していたことは良く知っており，かつ，慰安
旅行にも何回も参加していた。それにもかかわらず，Ｃは懲戒処分を受けず，平成
１２年夏季賞与を減額支給されたにとどまっているのは，原告の懲戒解雇と比して
あまりに不平等である。
          なお，被告は，Ｃに対し，平成１２年夏季賞与の減額だけではなく，懲
戒処分として，就業規則第５０条④号の昇格停止の制裁を課したと主張するが，Ｃ
本人が本法廷で昇給停止に付されたことはないとの趣旨の証言をしていることから
して，到底信用できない。
          また，本件ホテルのフロント社員らも，原告から朝市等の業者からの謝
礼金をプールして従業員の慰安旅行の援助等に使用することを知らされていたので
あるから，直ちに被告に報告すべき義務があったのに，これを怠って，平成１２年
４月１２日まで被告に報告しなかったにもかかわらず，何らの制裁を受けていな
い。
      ウ　二重処分禁止の原則違反
          原告は，本件懲戒解雇事由とされた行為につき，以下に記載のとおり，
既に就業規則５０条①号の訓戒及び同条⑤号の出勤停止の処分を受けているから，
さらに，被告が同一事由をもって原告を本件懲戒解雇に処することは，二重処分禁
止の原則に違反し，許されない。
          すなわち，原告は，平成１２年４月２２日，本件懲戒解雇事由とされた
行為につき，被告に命じられて始末書を書かされ，就業規則５０条①号の訓戒に処
せられた。それとともに，原告は，同日から無期限の自宅謹慎処分に処せられた
が，これは被告が，原告に対し，２つ以上の制裁を併せて行うことがある旨を規定
した就業規則５０条２項に基づき，就業規則５０条⑤号の出勤停止に併せて処した
ものにほからない（しかも，被告は，出勤停止の期間は３０日以内とされているに
にかかわらず，これに違反して無期限の出勤停止を命じた。）。
          以上のとおりで，原告は，本件懲戒解雇事由とされた行為につき，訓戒
と出勤停止の２つの懲戒処分による制裁を既に受けている。それにもかかわらず，
さらに同じ事由をもって原告を懲戒解雇に処するのは，明らかに二重処分禁止の原
則に違反するものであって，許されず（前記就業規則５０条２項は，２つ以上の制
裁を併せて行うことがあることを規定するものであって，いったん制裁を科した後
に重ねて制裁を科すことを許容した規定ではない。），本件懲戒解雇は無効であ
る。
      エ　杜撰な調査
          被告は，原告に対する本件懲戒解雇処分をなすにあたり，十分な調査を
行わなかった。すなわち，原告は，本件懲戒解雇事由とされた行為をなすにあたっ
ては，Ｃに相談し，賛同を得たと弁明していた。そして，その弁明が事実であるか
否かは，原告の処分を決定するに当たって重要な点であったにもかかわらず，被告
は，この点につき，フロント社員以外の従業員に対し聞き取り調査をしなかった。
また，被告は，原告がプールした謝礼金の使途や，原告名義の口座に謝礼金以外の
入金があったこと等についても，調査をしなかった。
          以上のように，本件懲戒解雇をなすに際して，被告が行った調査は極め
て杜撰であって厳格な処分手続が遵守されていないから，本件懲戒解雇は無効であ
る。
    (4)　よって，原告は，被告に対し，原告が労働契約上の権利を有することの確
認を求めるとともに，同契約に基づく平成１２年５月分の賃金４３万６０００円及
び同年６月以降本判決確定に至るまで毎月２８日限り月額４３万６００円の賃金を
支払うことを求める。
  ３　乙事件についての当事者の主張
  （被告の主張）
    (1)　原告の不法行為
        原告は，甲事件についての被告の主張(1)に記載のとおり，平成８年１１月
ころから平成１２年４月１２日までの間，朝市業者らから受け取った謝礼金を被告
に入金せず，そのうち，少なくとも３０８万３０３１円を横領して，同額の損害を
被告に与えた。
    (2)　よって，被告は，原告に対し，不法行為に基づく損害賠償として，金３０



８万３０３１円及びこれに対する不法行為後であることが明らかな平成１２年８月
５日（乙事件訴状送達の日の翌日）から支払済みまで，民法所定の年５分の割合に
よる遅延損害金の支払を求める。
  （原告の主張）
      被告の主張に対する認否，反論は，甲事件についての原告の主張(1)，(2)に
記載のとおりであり，原告の行為は横領には該当しないし，被告に損害も発生して
いない。
      なお，朝市業者らからの謝礼金を自らあるいは本件原告名義預金口座に入金
して原告が管理したのは合計３００万６０８４円であり，うち２８万１０５３円は
被告に返還済みであることも，甲事件についての原告の主張(1)で記載のとおりであ
る。
第３　当裁判所の判断
  （甲事件請求について）
  １　本件懲戒解雇の効力
　　(1)　懲戒解雇事由の有無
　　　ア　被告は，原告が，平成８年１１月ころから平成１２年４月１２日までの
間，朝市業者，タクシー業者及び観光施設Ａから謝礼として受け取った金員を被告
に報告，入金せず，それら金員のうち少なくとも３０８万３０３１円を，原告名義
の携帯電話料，中元歳暮費用，慰安旅行費用に費消等して横領したことを本件懲戒
解雇事由として主張するところ，原告も，前記争いのない事実(2)イのとおり，平成
８年１１月ころから平成１２年４月１２日までの間に朝市業者，タクシー業者及び
観光施設Ａから謝礼として受け取った金員につき，被告に報告することなく，当初
は自らが保管し，本件原告名義口座を平成９年８月２７日に開設して後は，同預金
口座に入金してこれを保管したうえ，原告名義の携帯電話料金，中元歳暮費用，本
件ホテルの従業員の慰安旅行費用の援助等に使用したこと自体は争わない。
          そして，証拠（甲３の１ないし４，７，８，１２，証人Ｃ，同Ｄ，原告
本人）及び弁論の全趣旨を総合すると，原告は，本件原告名義口座を開設する以前
には，少なくとも，朝市業者らからの謝礼金約５０万円を自ら保管し，これを本件
ホテル従業員の慰安旅行の援助として，被告に報告することなく使用したこと，平
成９年８月２７日から平成１２年４月１２日までの間に本件原告名義口座に入金さ
れた金員の総額は３３６万４３７５円（預金利息を除いた入金合計額）になるとこ
ろ，そのうち４２万９０００円は，労働組合及び健康保険組合から（ただし，一部
は旅行会社から入金されている。），各従業員に対する慰安旅行の補助金として入
金されたものであり，また，それ以外にも原告は，本件ホテルが，優秀ホテル，最
優秀ホテルとして表彰された際，本件ホテルの従業員らに対して交付された報奨金
１７万円，被告の寮に居住の従業員らに返還すべき寮の水道料金差額分約２６万円
についても本件原告名義口座に入金し，それらも併せた金員から，慰安旅行の援助
金，原告名義の携帯電話料金，本件ホテルの近隣関係者らに対する中元歳暮費用や
子供会，町内会等への寄付等の支出にこれを充てたこと，原告がそれら金員から支
出したうち，原告名義の携帯電話料金として支出した額は１６万２６１６円（争い
がない。）であり，中元歳暮費用として支出した額は１２万０５８４円（争いがな
い。）であるところ，その他の出費に関しては，その額は必ずしも明確ではない
が，原告の記憶によれば，その出費の明細は，前記甲事件についての原告の主張(1)
に記載のとおりであること，そして，これら金員の無断保管及び使用が発覚した平
成１２年４月１２日時点での預金残高２８万１０５３円については，同月１７日，
原告においてこれを出金のうえ，被告にこれを返還したことが，認められる。
          そうすると，原告が被告に無断で保管していたと認めることができる朝
市業者らからの謝礼金の額は，原告が自ら保管していた約５０万円と，原告名義預
金口座に入金された総額３３６万４３７５円から，謝礼金以外の入金であることが
認められる８５万９０００円（労働組合及び健康保険組合からの補助金４２万９０
００円，本件ホテル表彰の報奨金１７万円，寮水道料金差額金約２６万円）を控除
した２５０万５３７５円とを合計した３００万５３７５円であること，そして，原
告は，そのうち，平成１２年４月１７日に被告に返還した２８万１０５３円を除く
２７２万４３２２円を，被告に無断で，原告名義の携帯電話料金，慰安旅行の援助
金，本件ホテルの近隣関係者らに対する中元歳暮費用や子供会，町内会等への寄付
等の支出に使用したことが認められる。
      イ　ところで，原告は，朝市業者，タクシー業者及び観光施設Ａからの謝礼
金は，当然に被告に帰属する性質の金員ではなく，それら謝礼金は支配人である原



告の所有に帰属するもので，原告は，支配人としての裁量行為として，それら金員
を本件ホテル経営のために費消することを許容されていたとして，それら謝礼金の
原告による保管と使用は，支配人としての正当な行為であって，横領には当たらな
いと主張し，甲７（原告の陳述書）及び原告本人の供述中には，これに沿うかのよ
うな部分がある。
          しかしながら，朝市業者からの謝礼は，朝市のために本件ホテルを使用
することに対する対価の支払にほかならず，支配人個人に対してではなく，被告に
対して支払われるものと考えられるし，タクシー業者及び観光施設Ａからの謝礼金
も，支配人個人による顧客紹介に対する謝礼ではなく，ホテルによる顧客の紹介に
対する謝礼であるから，これら謝礼も，支配人個人ではなく，被告に対して支払わ
れるものと考えられ，それら収入は，被告の収入となるべきものである。そして，
証拠（乙４ないし１１，１２の１ないし１９，１３ないし１８の各１・２，２１，
２３，２４，証人Ｄ）及び弁論の全趣旨によれば，実際にも，前記の朝市業者は，
被告に対する謝礼としてこれを支払っていたものであるし，被告においても，上記
のような謝礼金やリベート等の収入が発生した場合には，これを被告に入金するも
のとして，従業員が職務上の地位を利用してリベート等を受領することを禁じてい
たこと，そして，被告は，そのことの徹底を図るため，社員通達禁止事項としてこ
れを掲げるとともに，これを書面化して毎月回覧等に付し，かつ，従業員に署名・
押印させていたこと（前記争いのない事実(3)イ参照）が認められることからする
と，被告が，本件ホテルの朝市業者らからの謝礼金を，支配人の裁量行為として，
原告が被告に報告することなくこれをプールして使用することを許容していたとは
認めがたく，前記甲７及び原告本人供述は措信できない。
      ウ　また，原告は，朝市業者らからの謝礼金の使途に関しても，本件ホテル
経営のために使用した正当な支出であったと主張する。
          しかし，原告は，原告名義の携帯電話料金１６万２６１６円につき，そ
の陳述書（甲７）及び本人供述中において，契約名義は原告個人ではあるが，本件
ホテルの仕事用に使用したもので，阪神・淡路大震災被害に遭った際に，被告の専
務から，支配人及び副支配人についてはいつでも連絡が取れるよう被告の費用負担
で携帯電話を持つようにとの指示があったので，朝市業者らからの謝礼金から上記
電話料金を支出した旨の弁明をするが，そのような指示があったかどうか自体これ
を裏付ける資料もなくあいまいなばかりか，被告が費用を負担する旨の指示があっ
たのであれば，何も被告に無断で朝市業者らからの謝礼金から支出する必要はなか
ったはずであるうえ，甲事件訴状においては，原告個人の携帯電話料金に費消した
ものであることを原告は自認していたことにも照らすと，前記陳述書記載及び原告
本人供述はにわかに措信できず，支配人としての仕事のために使用した部分があっ
たとしても，基本的には原告個人の携帯電話料金の支払に朝市業者らからの謝礼金
を充てていたものと認めざるを得ない。
          次に，慰安旅行の援助金についてみるに，証拠（甲８，１２，乙２４，
証人Ｄ，原告本人〔ただし，一部〕）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成３
年まで被告の費用負担で慰安（研修）旅行を行っていたが，いわゆるバブル崩壊後
の平成４年以降は経費節減のためこれを中止したこと，そのため，平成４年以降，
慰安旅行は，従業員らが自主的に行う行事に過ぎなくなり，また，その費用も，被
告の健康保険組合及び労働組合から費用の一部が補助されるにとどまり，それ以外
の費用は従業員らが負担するものとなっていたこと，ところが，原告は，本件ホテ
ル従業員の慰安旅行を行うにつき，前記健康保険組合及び労働組合からの補助以外
に，その援助として，朝市業者らからの謝礼金を被告に無断で支出してきたことが
認められる。とすれば，原告は，被告が支出を認めるはずがないのにもかかわら
ず，被告に無断で慰安旅行援助金として支出を行っていたものにほかならず，その
支出が本件ホテル経営のための正当な支出であったものとは，到底認めることがで
きない。
          以上のほかに原告が朝市業者らからの謝礼金から支出したという本件ホ
テルの近隣関係者らに対する中元歳暮費用や子供会，町内会等への寄付等の支出に
関してみるに，証拠（甲８，１２，乙１２の１ないし１９，１３ないし１８の各
１・２，２１，２３，証人Ｄ，同Ｃ，原告本人〔ただし，一部〕）及び弁論の全趣
旨によれば，被告の各ホテルでは，それらの支出につき，被告が適正・妥当な支出
と認めたものについては，ホテルの必要経費としてその支払を認める取扱いがなさ
れてきたこと，したがって，それら支払がホテルのために必要な支払というのであ
れば，社内ルールに従って，必要経費として支払うための手続をとらなければなら



ないのに，原告は，その必要な手続を踏んで支払った経費以外にも，独自の判断に
基づき，必要な費用として，被告に無断で，朝市業者らの謝礼金からその支出を行
っていたものであったことが認められる。そうすると，それら支出は，被告の社内
ルールに違反した支出であることは明らかであるのみならず，内容的にもそれら支
出が本件ホテルの経営のために必要・妥当な支出であったのか疑念が残るといわざ
るを得ず，これが正当な支出であったとは認めがたい。
      エ　以上を総合すると，原告は，朝市業者，タクシー業者及び観光施設Ａか
らの謝礼金は，被告の収入であるにもかかわらず，これを被告への入金として報
告・処理せずに，自らが自由に処理し得るものとして，少なくとも３００万７３７
５円を手元に保管あるいは本件原告名義口座に入金したうえ，自己の携帯電話料金
や被告がその支出を認めていない慰安旅行の援助金に費消し，あるいは，その独断
に基づき，正規の経費支払の手続を経ずに本件ホテルのために必要な費用であると
して支出し，その結果，少なくとも２７２万４３２２円を費消し，もってこれを横
領して，被告に同額の損害を与えたものと認められる。
          そして，前記認定したところからすれば，原告の上記行為は，被告の就
業規則４３条②号（自己の職務上の権限を越えて専断的なことを行わない事），⑫
号（職務に関し，不当な金品の借用または贈与等の利益を受けない事），社員通達
禁止事項⑤号（取引業者から職務上の地位を利用し，リベート等を受け取る行
為），⑦号（売上金，銀行入金をはじめとする業務上必要事項の虚偽の報告）に違
反するものと認められるから，原告の上記行為は，被告の就業規則４９条②号（本
規則ならびに法規等に違反した場合），⑫号（社員通達禁止事項に反した場合）に
該当するものであり，したがって，本件懲戒解雇事由のあることが認められる。
    (2)　解雇権の濫用
        原告は，本件懲戒解雇事由のあることが認められるとしても，本件懲戒解
雇は解雇権を濫用した無効の解雇であると主張するので，以下検討する。
      ア　行為と処分の不均衡
          原告は，原告の行為は本件ホテルの経営をスムーズに行うためのもので
あり，私利を図ったものではないので，その制裁は，降格ないし昇給停止処分にと
どめるべきで，懲戒解雇は均衡を欠いた重きに過ぎる処分であると主張する。
          しかし，慰安旅行の援助金や近隣等に対する中元歳暮費用等の支出につ
いては，それら支出が本件ホテルの経営に寄与した面もあったとは考えられるが，
そうとしても，それら支出は社内ルールに則って適正に行われなければならず，本
来，被告の収入として被告に入金すべき約３００万円もの金員を被告に入金せずに
自らが管理し，無断でその支出を行うこと自体，重大な違法行為といわざるを得な
い。しかも，その使途のうち，携帯電話料金に関しては，前記認定のとおり，基本
的には原告個人の携帯電話料金の支払に朝市業者らからの謝礼金を充てていたもの
と認めざるを得ないし，慰安旅行の援助金に関しても，その支出は，各従業員が負
担すべき費用の援助であって，被告がその支出を認めることはあり得ないにもかか
わらず，これを無断で支出したものであり，正当な支出であったとは到底認めがた
いものであることにも照らすと，その制裁として，本件懲戒解雇をなすことが，原
告の行った行為との均衡を欠いて重きに過ぎるとは認めがたく，この点の原告主張
は採用できない。
      イ　処分の不平等
          原告は，本件ホテルの副支配人Ｃ及び他のフロント社員らに対する処分
との不平等を主張する。
          確かに，証拠（甲７〔だだし，一部〕，乙２３，２５，証人Ｃ，同Ｅ，
原告本人〔ただし，一部〕）及び弁論の全趣旨によれば，本件ホテルの副支配人で
あったＣは，原告から朝市業者らからの謝礼金を被告に入金せずに原告がこれを保
管して使用することを知らされたが，特に異議を述べることもなく，これに従い，
自らが謝礼金を受領したときも，被告に入金せず，原告にこれを交付していたし，
Ｃは，慰安旅行の世話もしていたことから，慰安旅行の費用の支払にそれら謝礼金
の一部が充てられていることも了知していたと思われること，ところが，Ｃは，そ
れらを被告に何ら報告をしなかったこと，本件ホテルのフロント社員らも，原告に
よる朝市業者らからの謝礼金の無断保管・使用の事実を知っていたにもかかわら
ず，そのことを平成１２年４月１２日まで被告に報告せずにいたこと，本件発覚
後，Ｃは，平成１２年夏季賞与につき減額査定を受けたが，懲戒の制裁を受けたか
は定かではないこと（乙２５〔被告作成のＣ副支配人の処分についての回答書〕中
には，Ｃを就業規則５０条④号の昇給停止の懲戒に処した旨の記載があるが，Ｃ自



身，その証言中ではボーナスのカットを受けたとしか証言していないことに照らす
と，前掲乙２５の記載のみからは，Ｃが就業規則５０条④号の昇給停止を受けたも
のとはにわかには認めがたく，他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。），
他のフロント社員らは，懲戒はもとより，何らの処分を受けていないことが認めら
れる。
          しかし，Ｃ副支配人やフロント社員らは，原告が行った朝市業者らから
の謝礼金の無断保管・使用に，原告の部下として関与し，あるいはこれを黙認して
いたにとどまるものであって，その関与はあくまでも従的なものであったと解され
ることからすれば，Ｃ副支配人やフロント社員らが，何ら懲戒の制裁を受けていな
いとしても，被告に対する本件懲戒解雇が，他の関係者に対する処分と比較して著
しく不平等であって，重きに過ぎるとは認められず，この点の原告主張も採用でき
ない。
      ウ　二重処分禁止の原則違反
          原告は，本件懲戒解雇事由とされた行為につき，既に就業規則５０条①
号の訓戒及び同条⑤号の出勤停止の懲戒を受けているから，さらに，被告が同一事
由をもって原告を本件懲戒解雇に処するのは，二重処分禁止の原則に違反して許さ
れない旨を主張する。
          そこで検討するに，証拠（乙１，乙２３，証人Ｄ，原告本人）によれ
ば，被告は，平成１２年４月２２日，原告から始末書を受け取るとともに，原告に
対し，無期限の謹慎・自宅待機を指示したことが認められるところ，証人Ｄの証言
中には，それらが，被告の就業規則５０条①号の訓戒及び同条⑤号の出勤停止とし
てなされたものであることを認めるかのような部分がある。
          しかし，同証言以外には，被告が，原告に対し，訓戒及び出勤停止の懲
戒に処したことを認めるに足りる証拠はないし，むしろ，前掲各証拠及び弁論の全
趣旨を総合すると，被告は，平成１２年４月２２日の段階では，原告に対しどのよ
うな制裁を行うかまでは確定しておらず，今後，どのような制裁を行うかを検討す
る資料とするためもあって，同日までの調査で判明したところに基づき，原告に始
末書の任意提出を求めるとともに，さらに調査を行って原告に対する処分を決定す
るまでの間，原告を業務につかせるのは相当ではないとの判断のもとに，謹慎・自
宅待機の指示を行ったものであって，そのいずれについても，就業規則５０条①号
の訓戒及び同条⑤号の出勤停止としてこれがなされたものではなかったと認めるの
が相当である（もっとも，謹慎・自宅待機の指示が懲戒としての出勤停止処分では
ない以上，被告としてはその期間中の賃金支払を免れる理由はないのに，被告が同
期間中の賃金支払をしていないのは不当といわざるを得ず，謹慎・自宅待機の指示
とはいうものの，実際には懲戒としての出勤停止としてなされたのではないかと疑
えないでもない。しかし，被告が，平成１２年４月２６日付で，同年４月分の給与
を全額横領金の一部として返金する旨の念書〔乙２〕を原告から徴していることか
らすると，被告は，それ以降の賃金に関しても，謹慎・自宅待機の指示が懲戒とし
ての出勤停止としてなされたものであったことからその支払をしなかったというよ
りも，原告に賃金を返上させることによってこれを横領被害金の弁償に充てようと
考えていたものとみる方が自然であるように思われる。したがって，賃金不払の事
実のあることから，謹慎・自宅待機の指示が懲戒としての出勤停止としてなされた
ものであったとまでは認めることができない。）。
          そうすると，本件懲戒解雇が二重処分禁止の原則に違反するとの原告主
張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
      エ　杜撰な調査
          原告は，被告が本件懲戒解雇を行うに当たってした調査が杜撰なもので
あったと主張する。
          しかし，証拠（乙１，２，２３，２４，証人Ｄ，同Ｅ，原告本人〔ただ
し，一部〕）及び弁論の全趣旨によれば，本件ホテルのフロント社員ら４名が，平
成１２年４月１２日，原告に対する苦情を被告に申し出たことから，原告による朝
市業者らからの謝礼金の無断保管・使用の事実が発覚するところとなったが，そこ
で，被告は，本件懲戒解雇をなすまでに，事実調査のため，担当者を同月１４日及
び同月２２日の２回にわたり本件ホテルに派遣し，副支配人のＣや本件ホテルのフ
ロント社員らから事情聴取するとともに，原告からの事情聴取も行い，また，原告
からは本件原告名義口座の通帳や始末書及び念書の提出を受ける等したことが認め
られるのであって，被告の行った調査が杜撰なものであったとは認められず，調査
の杜撰を理由に，本件懲戒解雇の無効をいう原告の主張は採用することができな



い。
        以上のとおりで，原告が，本件懲戒解雇は解雇権を濫用した無効な解雇で
あるとして主張するところは，いずれも理由がないし，その他，本件懲戒解雇が解
雇権を濫用した無効の解雇であることを認めるに足りる証拠はない。
    (3)　そうすると，被告がした本件懲戒解雇は，有効な懲戒解雇と認められる。
  ２　原告の各請求について
      以上の認定，判断に基づき，原告の各請求の当否について検討するに，原告
は，平成１２年６月１日になされた本件懲戒解雇により被告の従業員としての地位
を失ったものであるから，原告の請求中，被告に対し労働契約上の権利を有するこ
との確認を求める部分は，その余について判断するまでもなく理由がない。
      また，原告の請求中，賃金の支払を求める部分については，本件懲戒解雇に
より原告が被告の従業員としての地位を失った平成１２年６月２日以降の賃金の支
払を求める部分は理由がないが，それまでの原告が被告の従業員としての地位を有
していた期間の賃金，すなわち，平成１２年５月分（平成１２年４月２６日から同
年５月２５日まで）の賃金４３万６０００円及び平成１２年５月２６日から同年６
月１日まで７日間の賃金９万８４５１円（４３万６０００円÷３１日×７日）の合
計５３万４４５１円の支払請求は理由がある。
      なお，前記争いのない事実(3)アの事実，証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によ
れば，被告は，就業規則５０条⑥号において，懲戒解雇は予告期間を設けない即時
解雇ではあるが，所轄労働基準監督署長の認定を受けていない場合には，解雇予告
手当を支払うこととしているところ，被告は，本件懲戒解雇につき所轄労働基準監
督署長の認定を受けていないから，原告は，解雇予告手当として４０万２２４５円
の支払を求めることができるものと認められる。ところで，原告の賃金請求は，本
来，被告との労働契約が存続していることを前提とするものではあるが，仮に本件
懲戒解雇が認められる場合には，解雇予告手当も含めた賃金の支払を求める趣旨も
含んでいると認めるのが相当である。したがって，本件においては，上記解雇予告
手当４０万２２４５円の支払も合わせて認容すべきである。
      そうすると，原告の請求中，賃金請求に関しては，上記の合計金９３万６６
９６円の支払を求める限度で理由がある。
  （乙事件請求について）
  １　原告が，朝市業者，タクシー業者及び観光施設Ａからの謝礼金は被告の収入
であるにもかかわらず，これを被告への入金として報告・処理せずに，自らが自由
に処理し得るものとして，少なくとも３００万７３７５円を自ら保管あるいは本件
原告名義口座に入金したうえ，自己の携帯電話料金や被告がその支出を認めていな
い慰安旅行の援助金に費消し，あるいは，その独断に基づき，正規の経費支払の手
続を経ずに本件ホテルのために必要な費用であるとして支出し，その結果，少なく
とも２７２万４３２２円を費消し，もってこれを横領して被告に同額の損害を与え
たことが認められることは，前記甲事件請求に対する判断において認定したとおり
である。
  ２　そうすると，被告の乙事件請求は，金２７２万４３２２円及びこれに対する
不法行為後であることが明らかな平成１２年８月５日（乙事件訴状送達の日の翌
日）から支払済みまで，民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める
限度で理由がある。
  （結論）
    以上の次第で，原告の甲事件請求は，本件懲戒解雇までの解雇予告手当を含め
た賃金９３万６６９６円の支払を求める限度で認容し，その余はこれを棄却するこ
ととし，被告の乙事件請求は，金２７２万４３２２円及びこれに対する平成１２年
８月５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め
る限度で認容し，その余はこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
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